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検査記録事項等証明書の交付申請の不適切な取扱いについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯発覚の契機 

令和３年８月２日、当該二輪の小型自動車の継続検査時に受検者の申告内容と検査フ

ァイルの情報に相違があったことから、判明した。 

 

◯対応状況 

 １．の「検査記録事項等証明書」に記載された所有者（１名）に対して、兵庫陸運部よ

り、個人情報を流出させてしまったことをご報告し、お詫びをさせていただきました。 

なお、現時点におきましては、個人情報の更なる拡散は、確認されておりません。 

配布先  問い合わせ先 

兵庫県政記者クラブ 

神戸海運記者クラブ 

 

神戸運輸監理部 兵庫陸運部 企画調整部門 

担当：池田 

電話：０７８－４５３－１１０６ 

（＊音声ガイダンスが流れましたら「４」を押してください。） 

令和３年８月３１日資料配布  兵庫陸運部 登録部門 

神戸運輸監理部兵庫陸運部の登録窓口において、小型二輪自動車の検査記録事項等証

明書に関し、以下の不適切な取扱いの事案が発生しました。 

 

１．令和３年６月１日、神戸運輸監理部兵庫陸運部において、二輪の小型自動車（１

台）の「検査記録事項等証明書※１」について、請求できる者は所有者に限られる

にも関わらず、所有者以外の者による請求に対して、同証明書を交付する不適切な

取扱いを実施した。 

※１検査記録事項等証明書：現在の所有者からの請求に基づき交付される二輪の小型自動

車の自動車検査証の記載事項を証明する証明書。（道路運送車

両法第７２条の３） 

 

２．上記の不適切な取扱いにより、神戸運輸監理部兵庫陸運部において「検査記録事

項等証明書」に記載された所有者（１名）の氏名、住所、使用の本拠の位置の住所

についての個人情報が漏洩した。 

 

３．令和３年６月８日、１．により交付した「検査記録事項等証明書」の情報を利用

したと思われる自動車検査証の記載事項（所有者の氏名及び住所）の変更申請及び

自動車検査証返納申請がなされたため、神戸運輸監理部兵庫陸運部は、当該二輪の

小型自動車について、「自動車検査証返納証明書」を交付した。 

 

あってはならない不適切な取扱いにより、国民の皆様の信頼を損なったことに加

え、関係する皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ

ますとともに、再発防止に万全を期してまいります。 

 


